
電子申請のイメージ

※  引受承諾を行った日を建築基準法第6条第4項で規定されている「受理日」とします

ICBA の電子申請システム による確認申請

申請データのアップロード 申請データ受信

納付確認後引受承諾（※）

審査補正等

確認済証 交付

申請者 市

確認済証受領

LoGoフォームによる手数料納付

LoGoフォームは、「電子申請システム」とは別のシステムです。

市からの案内に従い、別途、手数料の納付が必要です。


